
 1

構造改革特別区域計画 
 

1 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

伊那市 

 

 

2 構造改革特別区域の名称 

まほらいな有害鳥獣被害防止特区 

 

 

3 構造改革特別区域の範囲 

伊那市の全域 

 

 

4 構造改革特別区域の特性 

(1) 概 況 

伊那市は、長野県の南部に位置し、南東側は南アルプスを境に山梨県と静岡県 

に接し、西側は中央アルプスを境に木曽地域に接している。市域は667.81km2であり、

周囲を山に囲まれた典型的な内陸性気候である。 

年間平均気温は約12℃であるが、夏期は気温が30℃以上になる反面、11月や 

4月であっても気温が氷点下となり、降水量は年間1,400mm前後である。 

伊那市は、天竜川、三峰川、その支流に沿って農地が点在する典型的な中山間 

地域ある。市の農地面積は5,290ha（平成18年作物統計調査）、また、農家戸数は

4,216戸（平成17年農業センサス）、専業農家454戸、第1種兼業農家は274戸、第2

種兼業農家は2,137戸となっている。農家の減少と兼業化、担い手の高齢化が進み遊

休荒廃農地の増加が著しいが、有害鳥獣による被害がさらに拍車をかけている。 な

お、その被害面積は平成21年度 66.9haで、耕地面積の1.3％であるが、被害は深刻

な状況で早急な対応が求められている。 

 

(2) 農業算出額 

（単位：千万円） 

区  分 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 

伊那市 728 804 816 

生産農業所得統計より 
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(3) 鳥獣による農作物の被害状況 

① 平成21年度 

鳥獣種類 主な農産物 被害面積（ｈa） 被害金額（万円） 被害状況 

シ カ 
稲、大豆、野菜、いも類 

蕎麦、果樹、麦 
21.7 1,738 食害 

イノシシ 
稲、野菜、いも類、蕎麦、 

果樹、小麦 
27.6 674 

食害 

踏み倒し 

サル 
野菜、いも類 

蕎麦、果樹 
2.1 423 食害 

ハクビシン いも類、トウモロコシ 3.8 394 食害 

ク マ 
飼料用トウモロコシ、りんご

トウモロコシ 
1.2 152 食害 

スズメ 稲、野菜 0.7  36 食害 

カラス 稲、大豆 トウモロシ、林檎 7.0 403 種子食害 

ハト 大豆  1.9 251 種子食害 

ムクドリ 果樹 0.2 11 種子食害 

その他   0.76 54   

計   66.9 4,136   

注：被害金額は、被害面積をもとに被害収量を算出している。 

 

② 被害金額の推移 （単位：万円） 

区分 シカ イノシシ サル その他 合計 

平成 19 年 597 1,356 768 1,354 4,075

平成 20 年 2,231 955 127 953 4,266

平成 21 年 1,738 674 423 1,301 4,136

 

 (4) 平成21年 鳥獣捕獲実績 

区分 シカ イノシシ サル その他 合計 

有害鳥獣駆除 595 182 94 1,744 2,615

その他 414 138 - 282 834
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 (5) 狩猟者登録者数 

区 分 網・わな １種（銃） 2 種 計 

平成 20 年 16 115 2 133 

平成 21 年 23 116 3 142 

 

 

5 構造改革特別区域の意義 

伊那市は中山間地域に位置し、高齢化・過疎化による担い手の減少が進むなかで荒 

廃遊休農地が増大している。農地の流動化や新たな担い手の確保などによる農地の保 

全が課題であるが、近年の有害鳥獣による農作物被害の増大は、特に山間地の零細農

家への影響が大きく農業収益の減少のみならず営農意欲をも減退させている。そこで

本特例を適用して、狩猟免許保持者を中心に農業者自らが鳥獣被害対策に乗り出すこ

とにより収益の安定、さらには地域の活性化を目指すものである。 

なお、本特例において、「有害鳥獣の捕獲に際し狩猟免許を持たない者の従事」を 

容認するには、捕獲技術、安全性等が十分に確保される必要があるが、当地域におい 

ては、地元猟友会など関係団体の協力が得られる見込みであり、講習会の実施や捕獲 

チームづくりなど、捕獲技術、安全性等の確保に必要な体制を整えることが可能な状 

況にある。 

また、平成21年度においては、7人が新たに網・わな免許を取得したところであ 

るが、今後も被害が特に甚大である地区住民を中心に免許取得を促進するとともに、 

これらの免許取得者をはじめ関係団体、地域が一体となって、住民の安全を確保しな 

がら本特例を活用し事業を推進していく計画である。 

 

 

6 構造改革特別区域の目標 

（1）農業収益の増加 

有害鳥獣による農作物の被害を防止することにより、農業生産額、農家所得の 

増加が図られる。 

（2）効率的な農業の推進 

農業の担い手の減少や遊休荒廃農地の増加傾向の改善が見込まれ、意欲のある 

農業者が増加することにより、担い手の育成、農地流動化が進み、地域振興が図 

られる。 

（3）地産地消の推進 

高齢者や女性が安心して農業に従事できることにより、学校給食への地元農産 
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物提供や直売所を活用した販売等が促進され、地産地消の推進が期待される。 

（4）地域社会の一体化 

地元猟友会、農家のみならず、地域住民が一体となって問題解決に取り組む意 

識が醸成され、地域のまとまりができる。 

 

 

7 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

農産物被害の減少により農家の営農意欲が高まり、生産量の増加や品質の向上 

が図られ農業所得が増加するとともに、他の産業にもその効果が波及する。 また、 

農業経営の規模拡大による農地の流動化や新たな担い手の育成も期待される。さ 

らに、高齢者や女性が安心して農業に従事することができることにより、生きが 

いが生まれ、学校給食への地元農産物の提供や直売所での販売が促進されるなど、 

地域の活性化にも効果が及ぶ。 

なお、本特例を適用することにより、有害鳥獣による農産物被害額を毎年５% 

減少させ、平成26年度の被害額を約3,100万円に抑制することを目標とする。 

 

現 状 平成 21 年の被害額 4,136 万円 

目 標 平成 26 年の被害額 約 3,100 万円 

 

 

8 特定事業の名称 

1303 有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者容認事業 

 

 

9 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関 

連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認め 

る事項 

（1）補助事業等 

①有害鳥獣被害防除対策事業（市単独事業） 

農産物の鳥獣被害防止と生産意欲の向上を図るため、防除資材費購入補助。 

②鳥獣被害防止総合対策交付金(国庫交付金事業) 

鳥獣害防止対策計画に基づき実施する獣害防止施設整備等 

③中山間地域等直接支払事業補助金（国庫補助事業） 

協定集落が実施する防護柵等の鳥獣被害防止対策 
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（2）実施要領の策定 

本特例を活用した有害鳥獣捕獲を安全かつ効果的に行うための「伊那市有害鳥 

獣捕獲実施要領」を策定する。 

（3）安全の確保 

①狩猟免許を有しない従事者に対する安全確保 

網・わな猟に精通した狩猟免許保持者を講師として安全講習会を開催し、猟 

具の設置や撤収また捕獲個体の処理等における事故防止を図る。また、事故に 

備えて、賠償・傷害保険に加入する。 

②地域住民の安全確保 

広報誌、広報伊那、市内文書回覧等により捕獲計画を周知徹底して、住民 

の安全確保を図る。 

（4）捕獲組織（捕獲チーム）の結成 

網・わな狩猟免許保持者をチームリーダー（指揮・監督者）とし、免許を有 

しない従事者を含む有害鳥獣捕獲チームを結成する。 

（5）従事者会議の開催 

有害鳥獣捕獲に従事する者、地元猟友会、ＪＡ，市等による会議を開催し、 

具体的な捕獲実施計画について協議する。 

捕獲チームの配置、捕獲期間、猟具の設置場所など 
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別紙 

1 特定事業の名称 

1303 有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者容認事業 

 

2 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

伊那市の全域において有害鳥獣捕獲を実施しようとする者 

 

3 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

4 特定事業の内容 

網・わなの使用により有害鳥獣の捕獲を実施しようとする者が、その従事者の 

中に網・わな狩猟免許所持者を含めて有害鳥獣の捕獲を実施する場合は、その従 

事者の中に網・わな狩猟免許を所持していない者が含まれることを認める。 

 

5 当該規制の特例措置の内容 

有害鳥獣による農作物の被害を減少させるため、有害鳥獣の捕獲を目的として、 

伊那市、被害地区、地元猟友会等の関係団体、地域住民が一体となって体制づく 

りを行うものである。関係者間においては既に協議が行われ、本特例を活用した 

有害鳥獣捕獲の実施に向け協力体制を組むことに合意している。 

本特例認定後は、伊那市が策定する有害鳥獣捕獲実施要領に基づき、技術講習 

会の開催、狩猟免許保持者を指揮監督者とする捕獲チームの編成、安全講習会の 

開催、賠償・傷害保険への加入、住民への周知徹底など具体的な捕獲実施体制を 

整備することとしており、「捕獲技術、安全性等が確保されている。」と認めら 

れる。 

なお、本特例を活用した有害鳥獣捕獲申請に対し、県が捕獲を許可するに当た 

っては、従事者全員の保険への加入と地元猟友会の協力体制の確保が必要である 

が、これらの要件についても満たされる見込みである。 

また、事業の実施に当っては長野県が作成する特定鳥獣保護管理計画との整 

合性を図るとともに、県の許可権限に係る行為については長野県と調整を図る 

こととする。 

 

 

 

 

 


